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新型コロナワクチン接種のお知らせ

  生後６か月以上の全ての人のワクチン接種は３月 31 日まで無料３月 31 日まで無料です。

  ■令和５年秋開始接種（追加接種令和５年９月 27 日～令和６年３月 31 日の期間中に１回）
２月の 12 歳以上の人を対象とする医療機関（各医療機関へ直接予約してください）

〈ただし、接種対象者①は、16 歳以上に限る / ②は、かかりつけ患者のみ 〉〇受付可能  / ×受付不可
小児科（生後６か月～ 15 歳）については市ホームページまたはコールセンターでご確認ください。

◎最新の情報は市ホームページまたは新型コロナワクチン接種コールセンターへお問い合わせを。
　診療の負担になりますので医療機関指定の受付方法（電話 / 窓口）に従ってください。

  ■初回接種については市ホームページまたはコールセンターでご確認ください。

問　別府市新型コロナワクチン接種コールセンター 　
　　☎０１２０－７９７－５６７（平日９時～ 17 時）　
    

　 

医療機関名
（ファイザー）

接種
対象者

予約受付方法
医療機関

電話 電話番号 窓口
そ 荘園内科クリニック ① × - 〇
ち 千馬内科医院 ① × - 〇
つ つねとみ内科胃腸科クリニック ② × - 〇
な 鳴海クリニック ① × - 〇

は

畑病院 ① 〇 21-1371 〇
馬場医院 ① × - 〇
浜脇記念病院 ① × - 〇
原嶋内科医院 ① × - 〇

ひ ヒロセ内科医院 ① 〇 21-3030 〇
ふ 福田内科医院 ② × - 〇

へ 別府駅前クリニック ① 〇 25-3030 〇
別府トキハクリニック ① × - 〇

ほ 堀循環器科内科クリニック ② × - 〇
み ミヨシ医院 ② × - 〇
む 村橋病院 ② × - 〇
も 餅ヶ浜医院 ② × - 〇
わ 渡邉医院 - 〇 23-0564 〇

医療機関名
（ファイザー）

接種
対象者

予約受付方法
医療機関

電話 電話番号 窓口

あ
明石 M クリニック ② × - 〇
安部第一医院 ② × - 〇
安倍内科医院 ① 〇 66-6780 〇

い 石垣病院 - × - 〇
う うちくら内科 ① × - 〇

お おおさわクリニック ① × - 〇
岡嶋医院 ① 〇 22-0774 ×

か 金子内科医院 ① × - 〇

き 木下医院 ① × - 〇
清瀬病院 ② × - 〇

く 久保田クリニック ① 〇 25-6363 〇

こ 古城循環器クリニック ① 〇 25-3811 〇
児玉病院 ② 〇 67-1611 〇

さ さかい内科医院 ① 〇 25-0552 〇

し しまざき耳鼻咽喉科 - 〇 75-8733 〇
新森内科クリニック - 〇 25-5261 〇

す 末宗内科医院 ① 〇 22-1824 〇

▲ホームページ

※お問い合わせ、接種券の発行・再発行申請に対応します。
　コールセンターでの予約は受け付けておりません。

別府市は、令和６年４月１日に市制施行 100 周年を迎えます！ 市制 100 周年
記念コーナー
連載 Vol. ２

　　　　　
〈別府市制 100 周年記念事業実行委員会プレ事業〉
　「みんなでつくろう 100 周年  ～ 100 日前イベント ～」「みんなでつくろう 100 周年  ～ 100 日前イベント ～」
　令和５年 12 月 17 日（日）にビーコンプラザで開催しました。
令和６年秋頃に記念事業で開催する「目玉イベント」についてどのような
取組を実現すべきか、ワークショップ形式で参加者全員でアイデアを出
し合いました。
　今後は、企画内容を検討し、実施イベントを決めていきます。

問

記念式典
日程　４月７日（日）
場所　ビーコンプラザ　コンベンションホール
※詳細が決まりましたら、市報などでお知らせします。
　多くの皆様のご参加をお待ちしています！
　　政策企画課　☎２１－１１２２



期間

２月１日（木）～３月 15 日（金）

２月６日（火）

２月８日（木）

２月 15 日（木）

申告受付場所

レセプションホール（１階）
※市民税課では受付しません。
朝日大平山地区公民館

北部コミュニティーセンターあすなろ館

サザンクロス
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※今年度から南部地区公民館での出張申告はありません。

市報べっぷ7 2024.2 掲載している講習会などは、特に記載の無い限り無料・予約不要です。
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■
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告
が
必
要
な
人
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１
月
１
日
現
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所
を
有
し
、
次
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追
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⑥
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ど
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控
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ど
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６
年
度
か
ら
の
市
県
民

税
の
変
更
点
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
市
県
民
税
の
し
く

み
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
申
告
に
つ
い
て
の
詳
細
は
市
報

１
月
号
８
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９
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工事・コンサルタント 物品など 施設管理業務など

（１）建設業者
（２）建設コンサルタント等業者

 物品の買入れ、製造請負（工
事請負以外）、リース・レン
タル、その他サービスなど

設備運転、ビル清掃、警備、貯水槽
清掃、消防設備保守、害虫などの駆除、
空気環境測定、一般廃棄物処理など

【（１）建設業者】
　令和６年５月下旬～令和８年３月 31 日（約２年間）

【（２）建設コンサルタント等業者】
　令和６年５月下旬～令和７年３月 31 日（約１年間）
※令和５年度に登録済みの建設コンサルタント等業

者は、資格有効期間が令和７年３月 31 日までのた
め、業種の追加等がなければ申請をする必要はあり
ませんが、市内に本店がある建設コンサルタント等
業者は、市税納税（完納）証明書等を提出する必要が
ありますのでご注意ください。

令和６年４月１日～令和６年９月 30 日（６か月間）
★現在登録済みの全業者の有効期間（令和６年３月 31 日まで）
は、令和６年９月 30 日まで自動延長されます。（手続不要）
※令和６年６月から、参加資格申請手続は大分県庁に開設する
　「共同受付センター」に集約され、オンライン申請が可能とな
　ります。（紙申請も可能）
　また、大分県内の全自治体の申請様式や資格有効期間が統一
　されます。

・オンライン申請受付開始時期（更新・新規）
　令和６年６月１日～７月 31 日
　［入札参加資格有効期間］令和６年 10 月１日～２年間
◆詳しい情報や説明会の日程などは、
　大分県用度管財課のホームページをご覧ください。

【共通】
①大分県が今年度に行う競争入札参加資格申請を

行っていること、または大分県の令和６年度の競争
入札参加資格を有していること。

②市税を完納していること（別府市内に本店がある事業者のみ）
③その他指定する資格要件を満たしていること。

【（１）建設業者】
①建設業法の規定により令和６年２月１日現在にお

いて、国土交通大臣または各都道府県知事の許可を
受けている者

②令和４年 10 月１日から令和５年９月 30 日までの
間を審査基準日とする総合評定値通知を国土交通大
臣または各都道府県知事から受けている者

【（２）建設コンサルタント等業者】
①令和６年２月１日現在において、営業を開始している者

①法令上、許可などを必要とする業種の場合は、それらの許可
　などを得た者であること。
②店舗または事業所を有し、令和６年１月１日現在、同一業種
　で引き続き２年以上健全な経営を継続していること。
③市税及び消費税を完納していること。
④その他指定する資格要件を満たしていること。

競争入札参加資格審査申請書など
競争入札（見積）参加資格申
請書など

競争入札参加資格審査申請書、経
営事項審査表、技術者名簿など

「電子申請」※原則全ての事業者（ただし郵送も可） 「持参」または「郵送」
※２月 29 日（木）必着（提出が遅れた場合は原則として受付はできません。）
※郵送で提出する場合は、84 円切手を貼付した返信用封筒（長４）を同封してください。
　（注）工事・コンサルタントは受付票の返信を希望する場合のみ。
※土・日曜、祝日に持参の場合は、宿直へ提出してください。
諸用紙は各担当窓口のほかに市ホームページでダウンロードができます。
トップページ→「産業」→「入札・契約」→「競争入札参加資格（業者登録）」
　→「建設工事・建設コンサルタント（契約検査課）」
　→「物品関係（契約検査課）」　
　→「施設管理業務（総務課管財係）」

契約検査課建設管理係　☎２１－１２６４ 契約検査課用度係　
☎２１－１２６５

総務課管財係　
☎２１－１１１８

業
種

資
格
有
効
期
間

申
請
条
件

提
出
書
類

令和６年度 別府市入札参加資格申請の受付
　別府市が令和６・７年度に発注する工事、令和６年度（４月１日から９月 30 日まで）に発注する物品購入・
施設管理などの入札参加業者の資格審査申請の受付を行います。

提出期間　２月１日（木）～ 29 日（木）※ 郵送は２月 29 日（木）必着 期間後は原則として
受付はできません。

※いずれの申請も、提出書類を土・日曜日、祝日にお持ちになる場合は市役所の宿直へ。

提
出
方
法
な
ど

提
出
先
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◀ホームページ

業務委託 物品など

業
種

・水道料金等徴収業務
   （水道メーター検針、料金収納など）

・漏水調査業務
・上下水道施設維持管理業務
・その他上下水道事業に関連する業務
  （水道配水池清掃業務・下水道管清掃業務など）

　上下水道局が発注する下記の物品購入など
分類　上下水道用材
内 容　水道メーター、弁栓類、漏水防止機器、ろ過材料、

上下水道用機械器具、上下水道用薬品、その他

資
格
有
効

期
間 令和６年４月１日～令和７年３月 31 日（１年間）

提
出
書
類
等

提出書類及び提出方法などの詳細は、１月４日（木）から上下水道局総務課窓口で配布または、
下記ホームページでダウンロードもできます。

　上下水道局総務課契約資産係
　（上下水道局２階）   ☎ ２３－３１０８

上下水道局の入札参加資格申請の受付
　上下水道局が発注する下記の物品購入・業務委託は別府市とは別途に申請が必要です。

提出期間　２月１日（木）～ 29 日（木）※ 郵送は２月 29 日（木）必着 期間後は原則として
受付はできません。

※提出書類を土・日曜日、祝日にお持ちになる場合、上下水道局の宿直へ

通報・問　各地域包括支援センターまたは介護保険課　☎２１－１４６３
　　　　　（施設などからの虐待相談は介護保険課へ）

　高齢者の虐待は、誰もが直面するかもしれない問題です。早期発見・早期対
応により、高齢者や家族を虐待から守ることができます。日頃から地域全体で
の見守りや気づきが大切です。また、高齢者虐待は、介護による身体的・精神
的負担など様々な要因が重なったときに起こりやすいとされています。介護の
悩みは一人で抱えず、地域包括支援センターなどの相談機関へ相談しましょう。

【ご近所にこんな人はいませんか？】
・顔や腕などに不自然なあざや傷がある
・「暴力を振るわれた」、「お金を取られた」などの発言がある
・服が汚れていたり、お風呂に入っている様子がない
・自宅から異臭がしたり、屋内・屋外にごみが散乱している
・道路に座りこんだり、ひとり歩きしている
・急な体重減少、極端にやせている
・家から怒鳴り声や泣き声が聞こえたり、大きな物音がする

 【高齢者虐待は５つの類型に分類されています】※虐待は、受けている人・している人の自覚の有無を問いません。

身 体 的 虐 待  殴る蹴るなどの暴力、部屋に閉じ込めるなど
心 理 的 虐 待  怒鳴る、無視をする、老化に伴う言動などを嘲笑し恥ずかしい思いをさせるなど
経 済 的 虐 待  年金などの財産を無断で使う、生活に必要な金銭を渡さない・使わせないなど
介護放棄・放任  ひとり歩きや病気などの状態を放置する、必要な医療や介護を受けさせないなど
性 的 虐 待  懲罰的に裸にする、性行為の強要など

みんなで防ごう高齢者虐待

高齢者虐待に該当しなくても、
何らかの支援が必要な状態かも
しれません。お気づきの際は、
地域包括支援センターまたは介
護保険課へご相談ください。通
報者は法律で保護されています。
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　・　　朝日キャリアバンク株式会社（委託業者）
申込：☎０５０－６８７５ー４８４５
　　　  （土日祝対応　９時～12時、13時～17時）
問合せ：☎０９０ー７５７６ー４２１２

　　　  （平日のみ　９時～12時、13時～17時）

【講座の内容】
◆アプリ（基礎）　         アプリのインストール方法、防災アプリ「サトモリ」の初期設定方法など
◆アプリ（応用）　         別府市のデジタルサービスの紹介、防災アプリ“サトモリ”の使い方など
◆LINE（基礎）　             カメラの使い方、別府市公式LINEの紹介、LINEの便利な機能説明など
◆LINE（応用）　             別府市のデジタルサービスの紹介、別府市公式LINEの使い方など
◆電子申請（基礎）         カメラの使い方、別府市電子申請の紹介、電子申請の体験など
◆マイナンバー（応用）マイナンバーカードを活用した別府市のサービス、マイナポータルの活用方法など
◆デジタル相談窓口　   別府市のデジタルサービス・マイナンバーカードを活用したサービスなどの相談窓口
【講座の開催日時・場所・内容・持ち物】

【定員】各10人　
　※定員に達し次第、申込締切となります。
【申込方法】電話予約のみ　
　　※「デジタル相談窓口」については、申込不要。
【申込期間】２月１日（木）～10日（土）

場所 開催日 時間 内容 持ち物

別府市公会堂
第１会議室

２月 13 日（火）
10 時～ 12 時 LINE（基礎） 【全ての講座】

・スマートフォン
・筆記用具

【アプリ（基礎）】
・グーグルアカウントとパスワード

（Android の人）
・アップル ID とパスワード
　（iphone の人）
※アプリのインストールができる設

定であれば問題ありません。

【アプリ（応用）】
・事前に、防災アプリ「サトモリ」

のインストール及び初期設定をし
ておくこと

※インストールや初期設定が困難な
人は、「アプリ（基礎）」を受講して
ください。

※「サトモリ」の
　インストール方法など▶

【マイナンバー（応用）】
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードを受け取った

時に設定した４桁の暗証番号

13 時 30 分～ 15 時 30 分 LINE（応用）

２月 24 日（土）
10 時～ 12 時 電子申請（基礎）

13 時 30 分～ 15 時 30 分 デジタル相談窓口

野口ふれあい交流
センター　集会室 ２月 15 日（木）

10 時～ 12 時 電子申請（基礎）

13 時 30 分～ 15 時 30 分 デジタル相談窓口

西部地区公民館
研修室

２月 18 日（日）
10 時～ 12 時 アプリ（基礎）

13 時 30 分～ 15 時 30 分 アプリ（応用）

２月 21 日（水）
10 時～ 12 時 LINE（基礎）

13 時 30 分～ 15 時 30 分 LINE（応用）

中部地区公民館
会議室 ２月 22 日（木）

10 時～ 12 時 マイナンバー（応用）

13 時 30 分～ 15 時 30 分 デジタル相談窓口

朝日大平山地区
公民館　会議室 ２月 27 日（火）

10 時～ 12 時 LINE（基礎）

13 時 30 分～ 15 時 30 分 LINE（応用）

北部地区公民館
会議室 ２月 28 日（水）

10 時～ 12 時 アプリ（基礎）

13 時 30 分～ 15 時 30 分 アプリ（応用）

南部地区公民館
研修室 ２月 29 日（木）

10 時～ 12 時 マイナンバー（応用）

13 時 30 分～ 15 時 30 分 デジタル相談窓口

申 問

スマートフォン講座を開催します

事
業
継
続
支
援

相
談
窓
口

日
時　

９
時
～
16
時

　
　
　

①
２
月
19
日
㈪

　
　
　

②
２
月
26
日
㈪　

※
１
組
約
90
分
。
４
組
ま
で
。

場
所　

別
府
商
工
会
議
所
３
階

　

特
設
ブ
ー
ス
（
中
央
町
）

対
象　
【
法
人
】
本
社
が
別
府

市
に
あ
る
も
の

　
【
個
人
事
業
主
】
主
た
る
事

業
所
が
別
府
市
に
あ
る
も
の
、

ま
た
は
代
表
者
が
別
府
市
に

居
住
す
る
も
の

相
談
員　

中
小
企
業
診
断
士
、　　
　
　
　

　

大
分
県
事
業
承
継
・
引
継
ぎ　

　

支
援
セ
ン
タ
ー

　

エ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

持
ち
物　

会
社
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
、
決
算
書
・
申
告
書
な
ど

申
込
期
限　

①
２
月
16
日
㈮　

17
時
ま
で

②
２
月
23
日
㈮
㈷　

17
時
ま
で

※
完
全
予
約
制
で
す
。

申
込
方
法　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

「
事
業
継
続
支
援
相
談

���� �

窓
口
」
か
ら
申
込
み
▼

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込

み
で
き
な
い
事
業
者
に
つ
い

て
は
、電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

問　

産
業
政
策
課　

　
　

☎
（21）
１
１
３
２

別府市主催の
スマートフォン講座

を開催します。
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　 緊急時の住民への迅速で確実な情報伝達の
ため、国が全国瞬時警報システムの一斉情報
伝達試験及びコスモキャスト動作試験を実施
します。
放送日時　２月９日（金）11 時～
放送場所　市内 11 か所のサイレンスピーカー
※試験放送ですのでお間違いのないようお願

いします。
※放送内容が不明の場合は、テレフォンサー

ビス☎８５ー７６９９まで。
■コスモキャストを使用している人へ
　上記時刻に、一斉情報伝達試験に放送され
る内容が、強制的に携帯電話から音声で出力
されます。不必要な人は、事前に携帯電話の
電源を「切」にしてください。
問　防災危機管理課　☎２１－２２５５

２月９日（金）11時から試験放送

税
務
署
か
ら
確
定

申
告
に
つ
い
て
の

お
知
ら
せ

令
和
５
年
分
確
定
申
告
の
相
談

会
場
開
設
期
間

　

所
得
税　

２
月
７
日
㈬
～

　
　
　
　
　

３
月
15
日
㈮

　

消
費
税　

２
月
16
日
㈮
～

　
　
　
　
　

４
月
１
日
㈪

　

贈
与
税　

２
月
７
日
㈬
～

　
　
　
　
　

３
月
15
日
㈮

受
付
時
間　

９
時
～
16
時

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

申
告
時
の
持
ち
物

◆
税
務
署
か
ら
の
確
定
申
告
の
お

知
ら
せ
は
が
き（
お
持
ち
の
場
合
）

◆
申
告
の
計
算
に
必
要
な
書
類

（
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
収
入

関
係
書
類
、
各
種
控
除
に
使

用
す
る
書
類
）

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
本

人
及
び
扶
養
者
分
）、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
用
者

証
明
用
パ
ス
ワ
ー
ド（
４
桁
）

及
び
署
名
用
電
子
証
明
書
パ

ス
ワ
ー
ド
（
６
桁
以
上
）

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お

持
ち
で
な
い
人
は
通
知
カ
ー

ド
と
本
人
確
認
書
類

◆
利
用
者
識
別
番
号
及
び
暗

証
番
号
が
記
載
さ
れ
た
書
類

（
利
用
者
識
別
番
号
を
取
得

し
て
い
る
場
合
）

※
相
談
会
場
へ
の
入
場
に
つ
い

て
は
入
場
で
き
る
時
間
枠
が

指
定
さ
れ
た「
入
場
整
理
券
」

が
必
要
で
す
。

　
「
入
場
整
理
券
」は
国
税
庁
の

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン

で
事
前
に
取
得
し
て
い
た
だ

く
か
、
別
府
税
務
署
で
当
日

配
付
す
る
も
の
を
取
得
し
て

く
だ
さ
い
。（
配
付
状
況
に
応

じ
て
、
後
日
の

　

来
署
を
お
願
い

　

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

※
確
定
申
告
手
続
は
、
ス
マ
ホ

申
告
を
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

※
駐
車
台
数
に
限
り
が
あ
り
ま

す
の
で
、
公
共
交
通
機
関
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

場
所
・
問

　
別
府
税
務
署�

　
　
　
　
　

☎
（23）
２
１
１
１

　
　
　
　
　

※
自
動
音
声
案
内

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
夜
間
窓
口

「
日
中
、
仕
事
な
ど
で
納
付
に
行

け
な
い
」
な
ど
で
お
困
り
の
人
の

た
め
に
夜
間
窓
口
を
開
設
し
ま

す
。
保
険
税
・
保
険
料
の
納
付
や

納
付
相
談
、
加
入
や
脱
退
の
手
続

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
電
話
で
の

相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

日
時　

２
月
７
日
㈬
、
13
日
㈫

　
　
　

17
時
30
分
～
20
時

問　
保
険
年
金
課�

☎
（21）
１
１
４
８

就
学
前
教
育
・
保

育
に
関
す
る
計
画

を
策
定
中

　
「
別
府
市
就
学
前
教
育
・
保
育

ビ
ジ
ョ
ン（
素
案
）」の
説
明
会
及

び
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
て

多
数
の
ご
意
見
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
い
た
だ
い
た
ご

意
見
を
も
と
に
、
ビ
ジ
ョ
ン（
素

案
）を
修
正
し
ま
し
た
の
で
、
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。
皆
様
の

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時　

２
月
17
日
㈯

　

15
時
30
分
～
（
90
分
程
度
）

場
所　
別
府
中
央
小
学
校
体
育
館

（
京
町
）
※
駐
車
場
は
旧
北

浜
温
泉
テ
ル
マ
ス

申
込
方
法　

左
記
コ
ー
ド
ま
た

　

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

か
ら
申
込
み
▼

　
（
当
日
参
加
も
可
）

問　
子
育
て
支
援
課�
☎
（21）
１
４
２
７

人
権
相
談（
要
予
約
）

　
部
落
差
別
問
題
を
は
じ
め
と
し

た
人
権
問
題
に
関
す
る
各
種
相
談

を
電
話
や
面
接
で
お
受
け
し
ま
す
。

日
時　
月
～
金
曜
日�

９
時
～
16
時

　

受
付
15
時
30
分
ま
で

全国瞬時警報システム ※
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
。

場 

所
・
申
問　

人
権
啓
発
セ

ン
タ
ー
（
石
垣
東
10
丁
目
）

　

☎
（23）
６
１
６
３

子
ど
も
に
関
す
る

弁
護
士
専
門
相
談

日
時　
２
月
22
日
㈭�

16
時
～
18
時

場
所　
光
の
園
子
ど
も
セ
ン
タ
ー

　
　
　

パ
ー
ネ
ム
内
（
荘
園
）

内
容　
子
ど
も
や
子
育
て
環
境
に
関

す
る
悩
み
を
、
法
律
や
人
権
の
観

点
か
ら
弁
護
士
に
相
談
で
き
ま
す
。

※
１
人
30
分
程
度

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申

問　

別
府
市
子
ど
も
家
庭
総

　

合
支
援
拠
点
（
光
の
園
）

　

☎
０
８
０（
３
３
７
１
）０
８
７
４

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座

日
時
・
場
所

◆
２
月
20
日
㈫�

10
時
～
11
時
30
分

　
社
会
福
祉
会
館（
上
田
の
湯
町
）

　

13
時
30
分
～
15
時

　

お
ひ
さ
ま
パ
ー
ク（
南
町
）

◆
２
月
27
日
㈫�

10
時
～
11
時
30
分

　

あ
す
な
ろ
館
（
平
田
町
）

内
容　

認
知
症
の
基
礎
知
識
や

認
知
症
の
人
へ
の
接
し
方

対
象　
認
知
症
に
つ
い
て
関
心
の

あ
る
人
、
認
知
症
の
人
へ
の
接
し

方
を
学
び
た
い
人
で
、
こ
れ
ま
で

講
座
を
受
講
し
た
こ
と
が
な
い
人

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申

問　

別
府
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　

☎
（26)
６
０
７
０



有
害
鳥
獣
被
害
で

お
困
り
の
人
へ

イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
、
サ
ル
の
防

護
柵
を
補
助
し
ま
す

　

農
林
業
を
営
む
人
が
農
作
物

を
守
る
た
め
に
、
令
和
６
年
度
中

に
設
置
す
る
防
護
柵
の
費
用
に
対

し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

補
助
対
象　

①
イ
ノ
シ
シ
・
シ

カ
用
金
属
メ
ッ
シ
ュ
柵
（
延

長
50
ｍ
以
上
）
、
②
イ
ノ
シ

シ
・
シ
カ
用
電
気
柵
（
延
長

200
ｍ
以
上
）
、
③
シ
カ
用

ネ
ッ
ト
柵
（
延
長
100
ｍ
以

上
）
、
④
サ
ル
防
護
ネ
ッ
ト

補
助
金
額　

　

資
材
費
用
の
３
分
の
２
以
内

受
付
期
間

　

２
月
１
日
㈭
～
29
日
㈭

　

（
申
込
多
数
の
場
合
抽
選
）

申

問　

農
林
水
産
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
３
３
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対
象
地
区
の
ご
み

収
集
を
行
い
ま
す

　　

２
月
12
日
㈪
㉁
、
23
日
㈮
㈷

は
、
対
象
地
区
の
ご
み
を
収
集

し
ま
す
。

　

８
時
30
分
ま
で
に
決
め
ら
れ

た
場
所
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

収
集
日
は
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認

の
う
え
お
出
し
く
だ
さ
い
。

※
２
月
23
日
㈮
㈷
は
、
も
や
さ
な

い
ご
み
、
缶
・
び
ん
・
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
の
収
集
は
し
ま
せ
ん
。

問　

生
活
環
境
課
清
掃
事
務
所

　
　

☎
（66）
５
３
５
３

別
府
市
デ
ジ
タ
ル

活
用
相
談
窓
口

　

別
府
市
の
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ

ス
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
利

用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
相
談

で
き
る
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

　

相
談
窓
口
で
は
、
サ
ー
ビ
ス

の
説
明
や
ア
プ
リ
の
イ
ン
ス

ト
ー
ル
補
助
な
ど
を
し
ま
す
。

　

具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
は
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
▼

※
予
約
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ

　

ん
の
で
、
お
待
ち
い
た
だ
く

　

場
合
が
あ
り
ま
す
。

相
談
時
間　

最
大
30
分
ま
で

日
時　

２
月
20
日
㈫　

　
　
　

９
時
～
12
時
15
分

　
　
　

13
時
～
17
時

場
所　

市
役
所
１
階�

　
　
　

総
合
案
内
前

問　

情
報
政
策
課�

　
　

☎
（21）
１
１
２
４

高
齢
者
配
食
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
募
集

内 

容　

高
齢
者
向
け
の
昼
食
を

各
利
用
者
宅
に
配
達
す
る
と

と
も
に
安
否
確
認
を
行
う

資
格　

①
市
内
に
事
業
所
が
あ

り
食
品
衛
生
法
の
営
業
許
可
を

得
て
い
る
人
、
②
引
き
続
き
２

年
以
上
同
種
の
事
業
を
営
ん
で

い
る
人
、
③
市
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
人
、
④
そ
の
他
、
別
府

市
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
人

配
食
サ
ー
ビ
ス
開
始
日

　

４
月
１
日
㈪

募
集
期
間　

　

２
月
１
日
㈭
～
16
日
㈮

※
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ

　

せ
く
だ
さ
い
。

申

問　

高
齢
者
福
祉
課�

　
　
　

☎
（21）
１
４
４
２

バ
ス
回
数
乗
車
券
の
販

売
期
間
が
終
了
し
ま
す

　

令
和
５
年
度
ひ
と
ま
も
り
・

お
で
か
け
支
援
事
業
バ
ス
回
数

乗
車
券
の
販
売
は
令
和
６
年
３

月
29
日
㈮
ま
で
で
す
。
市
内
路

線
バ
ス
で
使
用
で
き
る
お
得
な

回
数
券
で
す
。
購
入
を
希
望
す

る
人
は
、
期
間
内
に
市
役
所
高

齢
者
福
祉
課
、
各
出
張
所
ま
で

【募集】デジタルサポーター（スマホ支援員）
　別府市内で実施されるスマホ教室などで講師やサポーターとして活
動していただく「別府市デジタルサポーター」を募集します。
　別府市が「別府市デジタルサポーター」に登録した人とスマホ教室の
主催者をマッチングします。

「別府市デジタルサポーター」に登録するためには、特別な資格などは
不要ですが、別府市が指定する講座を受講するなどの登録要件があり
ます。
※詳しくは、市ホームページをご確認ください▶
問　情報政策課　☎２１－１１２４

デジタル
サポーター

別府市 スマホ教室
主催者

①サポーター紹介依頼②紹介是非の確認

③参加の意思表示 ④サポーター紹介

お
越
し
く
だ
さ
い
。

対
象　

別
府
市
に
住
民
登
録
が

あ
り
、
令
和
５
年
度
末
時
点

で
満
70
歳
以
上
の
人

持
ち
物　

運
転
免
許
証
、
健
康

保
険
証
な
ど
の
本
人
確
認
書

類
、印
鑑(

代
理
の
場
合
は
、

購
入
者
の
本
人
確
認
書
類
と

印
鑑
、
代
理
人
の
本
人
確
認

書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い)

利
用
期
限

　
　
　

令
和
７
年
６
月
30
日
㈪

価
格　

１
冊
千
円

　
　
　
（
額
面
２
千
円
分
）

※
バ
ス
回
数
乗
車
券
の
購
入
限

度
冊
数
は
１
人
12
冊
ま
で
で

す
。
す
で
に
今
年
度
12
冊
購

入
し
て
い
る
人
は
購
入
で
き

ま
せ
ん
。
詳
細
は
左
記
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

高
齢
者
福
祉
課

　
　

☎
（21）
１
４
４
２
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農
地
農
業
相
談

日
時　

２
月
15
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

農
業
委
員
会
室

内
容　

農
地
、
農
業
に
関
す
る

　
　
　

相
談
な
ど

相
談
員　

農
業
委
員
、
農
地
利��

　
　
　
　

用
最
適
化
推
進
委
員

※
予
約
は
２
月
７
日
㈬
ま
で
に

　

電
話
で
左
記
へ
申
込
み

申

問　

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　

☎
（21）
１
１
７
８

債
務
者
相
談
会

（
要
予
約
）

　

弁
護
士
に
よ
る
30
分
程
度
の

相
談
で
す
。
借
金
問
題
で
お
困

り
の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

２
月
８
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

４
Ｆ
｜
２
会
議
室

定
員　

６
人（
先
着
順
）

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み

申

問　

産
業
政
策
課

　
　
　

☎
（21）
１
８
８
１

消
費
生
活
相
談

　
消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル

や
契
約
・
解
約
な
ど
の
相
談
を
受

け
て
い
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

毎
週
月
～
金
曜
日

　
　
　

９
時
～
16
時
30
分

　
　
　
（
祝
日
は
除
く
。）

相
談
員　
消
費
生
活
専
門
相
談
員

場
所
・
問　

　

別
府
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
（
市
役
所
４
階
産
業
政
策
課
内
）

　

☎
（21）
１
８
８
１

市
報
べ
っ
ぷ
広
告
募
集

　

市
報
べ
っ
ぷ
「
ま
ち
の
掲
示

板
」
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
広
告

を
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
限　

３
月
８
日
㈮

※
詳
細
は
左
記
へ

　

電
話
ま
た
は

　

こ
ち
ら
か
ら
▼

申
問�　

秘
書
広
報
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
２
３

【イメージ】

マイナンバーカードの受取り・申請サポート窓口

別府
市立

【カード受取り・申請サポート窓口（２月）】
開設日 時間 場所

平日 ８時 30 分～ 17 時
市役所 GF 市民課３日（土） ９時～ 12 時

20 日（火）※ ８時 30 分～ 19 時

 　カード受取・申請サポート　
　  市民課（市役所 GF 市民課申請サポート窓口）
　 ☎２１－１１３５　平日８時 30 分～ 17 時

問

【マイナンバーカードの申請に必要なもの】
・二次元コード付き交付申請書または通知カード
・本人確認書類（運転免許証など詳細はお問合せを）

【健康保険証利用申請・公金受取口座の登録】
・マイナンバーカード
・カード取得時に設定した４桁のパスワード（利用者証明用電子証明書暗証番号）
・公金受取口座の登録は本人名義の通帳など、口座情報がわかるもの

※夜間のカード受取りは要予約
最新情報はこちら▲

　マイナンバー制度全般 ( 紛失・その他お問合せ )
 　マイナンバー総合フリーダイヤル ☎０１２０－９５－０１７８
      ９時 30 分～ 20 時（土日祝は 17 時 30 分まで）
      ※紛失の場合は 24 時間・365 日対応

写真撮影
　無料！

市役所グランドフロア（GF）市民課に市役所グランドフロア（GF）市民課に
申請サポート窓口を設置しています。申請サポート窓口を設置しています。

問

身
近
な
人
権
講
座

日
時　
２
月
22
日
㈭�

14
時
～
16
時

場 

所　

社
会
福
祉
会
館

テ
ー
マ　

女
性
と
人
権

演
題　

女
性
と
人
権
―
寄
せ
ら

れ
た
相
談
か
ら
―

講
師　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
共
に
生

き
る
」代
表�

江
藤
裕
子
さ
ん

問　

�

共
生
社
会
実
現
・

　
　

部
落
差
別
解
消
推
進
課

　
　

☎
（21）
１
２
９
１

交
通
災
害
共
済

申
込
受
付
中

　

交
通
災
害
共
済
と
は
、
国
内

で
発
生
し
た
交
通
事
故
に
対
し

て
、見
舞
金
を
支
払
う
制
度
で
す
。

〇
掛
金

360
円
で
最
高

100
万
円
の

見
舞
金

掛
金　

１
人　

年
額
360
円

共
済
期
間　

４
月
１
日
㈪
～

　

令
和
７
年
３
月
31
日
㈪

申
込
資
格　

①
別
府
市
に
住
民

登
録
し
て
い
る
人（
外
国
人
を

含
む
）
②
就
学（
学
生
）の
た
め

一
時
的
に
転
出
し
て
い
る
人

申
込
方
法　

加
入
申
込
書（
３

枚
複
写
）に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
申
込
み
。

申
込
場
所　
市
民
課
、各
出
張
所

問　

市
民
課　

☎
（21）
１
１
３
６

マイナンバーカードを活用した
申請書作成支援サービス

　市役所グランドフロア市民課の受付窓
口で、マイナンバーカードを活用した申
請書作成支援サービスを行っています。
　下記各種申請書に記載する必要がある
基本情報（住所・氏名・生年月日など）を
あらかじめ申請書へ印字することができ
ます。ぜひご利用ください。
利用できるもの
　住民票、印鑑登録証明書、住所異動、
　戸籍証明の申請書
問 　市民課　☎２１－１１３５
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インターネットと
人権侵害

加害の
容易性

・書き込み及び画像合成などが簡単
・悪用した場合容易に加害者となり得る

匿名性
・加害書き込みは匿名で行える一方、加
　害者の特定は困難

被害の
拡散性

・ネット上に掲載されれば誰でも閲覧可能
・コピーされて世界中に広がる

被害回復
の困難性

・情報を発信した人及びサイト管理者が
　特定されないと、削除要請も困難

書き込む
べきでは
ないこと

・他人の悪口　　・差別的な内容
・根拠のない情報やうわさ話
・悪意を持った書き込みに対する同
　意の返答

無断で載
せられな
いもの

・他人のプライバシーに関する情報、
　個人情報、個人写真及び個人動画
・他人の本やＳＮＳなどに載ってい

る画像、写真及び記事

安易に信
用すべき
ではない
こと

・インターネットで得た情報
　（何も考えず拡散して裁判に至った

事例あり）
・インターネットで知り合った人
　（特に、安易に直接会わないこと）

未成年へ
の対応

・ネット上で自分の悪口を発見した
り、心当たりのないメールが送ら
れてきたり、自分の写真が無断で
載せられた場合には、大人や信頼
できる人に相談することを伝える

・子どもに有害と思われるサイトを遮
断するためフィルタリングを行う

■インターネットでの人権侵害の特徴

■インターネット上の人権侵害を防ぐため
　の心得

　
　インターネットは、情報の収集や、世界中の人と
のコミュニケーションなどを行うのに便利であり、
またパソコンからスマートフォンまで様々な機器で
使えることから、極めて身近なものとなっています。
その一方で、インターネットを悪用した人権侵害が
大きな社会問題になっています。

　インターネット上で人権侵害を受けた場合、法務局やみんなの人権 110 番、インターネット人権相談サイ
トなどで情報の削除依頼の方法を助言しています。困った時は下記へご相談ください。
常に人権意識を持ち、画面の向こう側にいる相手に配慮することを忘れずに利用しましょう。
問　みんなの人権 110 番　☎０５７０－００３－１１０　
　　法務省インターネット人権相談受付窓口
　　https://www.jinken.go.jp
　　（ＰＣ・携帯電話・スマートフォン共通）    こちら▶

■２月の無料人権相談 　お気軽にご相談ください。
　日時　14 日（水）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時　　場所　市役所４階　４Ｆ－１会議室（予約優先）
　問　共生社会実現・部落差別解消推進課　☎２１－１２９１

 わたしたちのねがい

人
権
に
関
す
る

各
種
講
座

◆
じ
ん
け
ん
ふ
れ
あ
い
教
室

日
時　

２
月
13
日
㈫

　
　
　

10
時
～
12
時

場
所　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
石
垣
東
10
丁
目
）

内
容　

香
水
づ
く
り

費
用　

千
250
円

定
員　

10
人

講
師　

大
分
香
り
の
博
物
館

　
　
　

大
津
留
聡
さ
ん

◆
市
民
人
権
講
座

日
時　

２
月
28
日
㈬

　
　
　

10
時
～
12
時

場
所　

市
役
所
５
階
大
会
議
室

テ
ー
マ　

外
国
人
の
人
権
問
題

演
題　

身
近
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
か
ら
考
え
る
異
文
化

～
『
異
』
と
共
に
成
長
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
～

講
師　

立
教
大
学
大
学
院

　

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
研
究
科　

川
野
優
希
さ
ん

　

ソ
ニ
ー
・
太
陽
㈱

　

マ
ー
サ
・
タ
ー
ケ
ッ
ト
さ
ん

※
各
講
座
に
参
加
希
望
の
人
は
、

事
前
に
左
記
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

申

問　

共
生
社
会
実
現
・

　
　

部
落
差
別
解
消
推
進
課

　
　

☎
（21）
１
２
９
１
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救
命
講
習
案
内

コ
ー
ス　

①
普
通
救
命
講
習
・
団
体
用（
20
人
）

②
普
通
救
命
講
習
・
個
人
用（
30
人
）

③
救
命
入
門
コ
ー
ス
（
30
人
）�

※
団
体
に
限
る

日
時　

①
毎
週
金
曜
日（
午
前
ま
た
は
午
後
）

②
毎
月
第
３
日
曜
日
（
９
時
～
12
時
）

③
90
分
・
45
分　

毎
週
火
曜
日

場
所　

消
防
本
部
４
階
会
議
室

内
容　

心
肺
蘇
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ

����

取
扱
い
要
領
、
止
血
法
な
ど

※
市
民
及
び
市
内
に
通
勤
通
学　

　

の
人
を
対
象
と
し
ま
す
。

※
受
講
の
際
は
感
染
症
対
策
に

　

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
下
記
コ
ー
ド
ま
た
は

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

か
ら
申
込
み
▼

申

問　

消
防
本
部
警
防
課

　
　
　

☎
（25）
１
１
２
４

令
和
６
年
第
１
回

市
議
会
定
例
会　

会
期
日
程

　

２
月
29
日
㈭
～
３
月
25
日
㈪

の
26
日
間
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

※
日
程
は
、
変
更
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

問　
議
会
事
務
局�

☎
(21)
１
５
４
７

　　　市指定ごみ袋（可燃物用・大）広告

　指定ごみ袋可燃物用（大）に広告を掲載しませんか。
　募集期間　２月１日（木）～29日（木）
　募集枠数　２枠（１枠：縦170㎜×横210㎜）
　掲 載 料　１枠につき15万円（税込）
　掲載期間　８月～令和７年３月の製造分（予定）

　※詳細は市ホームページの「別府市指定ごみ袋広告
　　募集」のページをご覧ください。（２月１日～）

可燃（もやす）ごみ袋

広告 広告

別府市指定ごみ袋
170
mm

210mm

800
mm

450mm

◀
掲
載
イ
メ
ー
ジ

募集

実施施設名 所在地 予約電話 保育年齢

ナーサリープーアプー
分園（エテラ）

石垣東２丁目
５ー 12 ☎８０－７５７５ 生後４か月～

幼保連携型 認定こども園
ひめやま幼稚園

大 字 野 田
7 8 番 地 ☎６６ー７８５１ おおむね１歳～

〇３月から預かり開始予定の施設　　※３月の利用予約は２月 13 日（火）から受付開始

利用時間　８時～ 18 時の間（最長８時間）
利 用 料　４時間以内：800 円、４時間超：1,600 円、給食（希望者のみ）１食：200 円
受付期間　利用希望月の前月 10 日（土・日・祝日の場合はその翌日）から利用希望日の前日までの間（先着順）
受付時間　９時～ 16 時
利用申込方法　
　①各施設に電話予約→②利用申込書類を利用日の１週間前（緊急の場合は前日）までに各施設へ提出
※利用申込書類は２月５日（月）から市ホームページでダウンロードできます。　
　ホームページには他の一時預かり実施施設の情報も掲載しています。詳細は下記コードをご確認ください▼
問　子育て支援課　☎２１－１４２７

未就園児を対象とした「一般型一時預かり施設」が３月から新たに２か所増えます

申 問　生活環境課　☎２１ー１１３４


